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新旧対照表（案） 

○千葉県環境審議会運営規程 

 

新 旧 

千葉県環境審議会運営規程 千葉県環境審議会運営規程 

平成六年八月一日 平成六年八月一日

  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規程は、千葉県環境審議会（以下「審議会」という。）の議事及び運

営に関し、千葉県行政組織条例（昭和３２年千葉県条例第３１号）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規程は、千葉県環境審議会（以下「審議会」という。）の議事及び運

営に関し、千葉県行政組織条例（昭和３２年千葉県条例第３１号）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

  

（所掌事務） （所掌事務） 

第２条 審議会は、法律及び条例の定めるところにより、次の各号に掲げる事務を

所掌する。 

第２条 審議会は、法律及び条例の定めるところにより、次の各号に掲げる事務を

所掌する。 

一 環境基本法（平成５年法律第９１号）第４３条第１項の規定により、知事の

諮問に応じ、県の環境保全に関して、基本的事項を調査審議すること。 

一 環境基本法（平成五年法律第９１号）第４３条第１項の規定により、知事の

諮問に応じ、県の環境保全に関して、基本的事項を調査審議すること。 

二 公害防止事業費事業者負担法（昭和４５年法律第１３３号）第６条第１項の

規定により、知事が公害防止事業に係る費用負担計画を定める場合（同法第８

条第１項の規定により当該計画を変更する場合を含む。）に、その諮問に応じ、

意見を述べること。 

二 公害防止事業費事業者負担法（昭和４５年法律第１３３号）第６条第１項の

規定により、知事が公害防止事業に係る費用負担計画を定める場合（同法第８

条第１項の規定により当該計画を変更する場合を含む。）に、その諮問に応じ、

意見を述べること。 

三 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（昭和４５年法律第１３９号）第３

条 第３項の規定により、知事が農用地土壌汚染対策地域を指定する場合（同

法第４条第１項の規定により当該地域の区域を変更し、又はその指定を解除す

る場合を含む。）又は同法第５条第５項の規定により、知事が農用地土壌汚染

対策計画を定める場合（同法第６条第１項の規定により当該計画を変更する場

合を含む。）に、その諮問に応じ、意見を述べること。 

三 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（昭和４５年法律第１３９号）第３

条 第３項の規定により、知事が農用地土壌汚染対策地域を指定する場合（同

法第４条第１項の規定により当該地域の区域を変更し、又はその指定を解除す

る場合を含む。）又は同法第５条第５項の規定により、知事が農用地土壌汚染

対策計画を定める場合（同法第６条第１項の規定により当該計画を変更する場

合を含む。）に、その諮問に応じ、意見を述べること。 

四 大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）第５条の３第２項の規定により、

知事が指定ばい煙総量削減計画を定める場合（同条の３第６項の規定により当

該計画を変更する場合を含む。）に、その諮問に応じ、意見を述べること。 

四 大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）第５条の３第２項の規定により、

知事が指定ばい煙総量削減計画を定める場合（同条の３第６項の規定により当

該計画を変更する場合を含む。）に、その諮問に応じ、意見を述べること。 

五 水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）第２１条第１項の規定により、

県域に属する公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止に関する重要事項につ

五 水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）第２１条第１項の規定により、

県域に属する公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止に関する重要事項につ
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いて、その諮問に応じ、調査審議し、又は意見を述べること。 いて、その諮問に応じ、調査審議し、又は意見を述べること。 

六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第５条の

５第３項の規定により、県が廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更する場合

に、その諮問に応じ、意見を述べること。 

六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第５条の

３第３項の規定により、県が廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更する場合

に、その諮問に応じ、意見を述べること。 

七 自然環境保全法（昭和４７年法律第８５号）第５１条第２項の規定により、

温泉法（昭和２３年法律第１２５号）及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関す

る法律（平成１４年法律第８８号）の規定によりその権限に属させられた事項

を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、県における自然環境の保全に関する

重要事項を調査審議すること。 

七 自然環境保全法（昭和４７年法律第８５号）第５１条第２項の規定により、

温泉法（昭和２３年法律第１２５号）及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関す

る法律（平成１４年法律第８８号）の規定によりその権限に属させられた事項

を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、県における自然環境の保全に関する

重要事項を調査審議すること。 

八 前各号に掲げるもののほか、法令又は条例の規定により、その権限に属す 
る事務。 

八 前各号に掲げるもののほか、法令又は条例の規定により、その権限に属す 
る事務。 

２ 審議会は、前項各号に規定する事項に関し、知事に意見を述べることができる。２ 審議会は、前項各号に規定する事項に関し、知事に意見を述べることができる。

  

（会議の招集） （会議の招集） 

第３条 会長は、審議会を開催しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び

議案を委員に通知するものとする。 

第３条 会長は、審議会を開催しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び

議案を委員に通知するものとする。 

  

（部会の設置等） （部会の設置等） 

第４条 審議会に次の表の上欄に掲げる部会を置き、当該下欄に掲げる事務を所掌

させる。 

第４条 審議会に次の表の上欄に掲げる部会を置き、当該下欄に掲げる事務を所掌

させる。 

 大気環境部会 １ 大気環境の保全に係る重要な事項に関すること。 
２ 交通環境対策に係る重要な事項に関すること。 
３ 悪臭防止に係る重要な事項に関すること。 
４ 騒音防止に係る重要な事項に関すること。 
５ 振動防止に係る重要な事項に関すること。 

  大気環境部会 １ 大気環境の保全に係る重要な事項に関すること。 
２ 交通環境対策に係る重要な事項に関すること。 
３ 悪臭防止に係る重要な事項に関すること。 
４ 騒音防止に係る重要な事項に関すること。 
５ 振動防止に係る重要な事項に関すること。 

 

 水環境部会 １ 水環境の保全に係る重要な事項に関すること。 
２  地盤環境の保全に係る重要な事項に関すること。 
３ 土壌環境の保全に係る重要な事項に関すること。 

  水環境部会 １ 水環境の保全に係る重要な事項に関すること。 
２  地盤環境の保全に係る重要な事項に関すること。 
３ 土壌環境の保全に係る重要な事項に関すること。 

 

 廃棄物・リサイクル

部会 

１ 廃棄物処理に係る重要な事項に関すること。 
２ 資源循環の推進に係る重要な事項に関すること。 

  廃棄物・リサイクル

部会 

１ 廃棄物処理に係る重要な事項に関すること。 
２ 資源循環の推進に係る重要な事項に関すること。 

 

 自然環境部会 １ 自然環境の保全に係る重要な事項に関すること。 
２ 自然公園に係る重要な事項に関すること。 

  自然環境部会 １ 自然環境の保全に係る重要な事項に関すること。 
２ 自然公園に係る重要な事項に関すること。 
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 鳥獣部会 １ 野生鳥獣の保護及び狩猟に係る重要な事項に関す 
ること。 

２ 特定外来生物に係る重要な事項に関すること。 

  鳥獣部会 １ 野生鳥獣の保護及び狩猟に係る重要な事項に関す 
ること。 

 

 温泉部会 １ 温泉に係る重要な事項に関すること。   温泉部会 １ 温泉に関する重要な事項に関すること。  

 企画政策部会 １ 環境保全に係る重要な事項(他の部会の所掌に属す

るものを除く。)に関すること。 
２ 地球温暖化対策に係る重要な事項に関すること。 
３ 環境学習に係る重要な事項に関すること。 

  企画政策部会 １ 環境保全に係る重要事項(他の部会の所掌に属す

るものを除く。)に関すること。 
 

 

２ 会長は、必要と認めるときは、特別の案件を審議するため、前項に規定する部 
会以外の部会（次項に規定するものを除く。）を設置することができる。 

２ 会長は、必要と認めるときは、特別の案件を審議するため、前項に規定する部 
会以外の部会（次項に規定するものを除く。）を設置することができる。 

３ 会長は、必要と認めるときは、二以上の部会の所掌に係る案件について審議す 
るため、二以上の部会の合同の部会を設置することができる。 

３ 会長は、必要と認めるときは、二以上の部会の所掌に係る案件について審議す 
るため、二以上の部会の合同の部会を設置することができる。 

４ 部会長は、部会を開催しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議案 
を当該部会に属する委員に通知するものとする。 

４ 部会長は、部会を開催しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議案 
を当該部会に属する委員に通知するものとする。 

  

（諮問の付議） （諮問の付議） 

第５条 会長は、知事の諮問を受けた場合は、当該諮問を前条の規定により設置し

た適当な部会に付議することができる。 

第５条 会長は、知事の諮問を受けた場合は、当該諮問を前条の規定により設置し

た適当な部会に付議することができる。 

  

（部会の決議） （部会の決議） 

第６条 部会の決議は、会長の同意を得て審議会の決議とすることができる。 第６条 部会の決議は、会長の同意を得て審議会の決議とすることができる。 

２ 会長は、一の部会の決議を他の部会の審議に付することが適当と認めるときは、

当該決議に係る案件を当該他の部会に付議するものとする。 

２ 会長は、一の部会の決議を他の部会の審議に付することが適当と認めるときは、

当該決議に係る案件を当該他の部会に付議するものとする。 

３ 会長は、第１項の同意をしたときは、その同意に係る決議を審議会に報告する 
ものとする。 

３ 会長は、第１項の同意をしたときは、その同意に係る決議を審議会に報告する 
ものとする。 

  

（小委員会の設置等）  

第７条 部会は、必要に応じ、その定めるところにより、小委員会を置くことがで

きる。 

 

２ 小委員会に属すべき委員、専門委員又は臨時委員は、部会長が指名する。  

３ 小委員会に委員長を置き、部会長の指名により、これを定める。  

４ 第４条第４項、第５条、第６条の規定は、小委員会において準用する。この場

合、知事の諮問は会長からの付議、前条は第７条第１項、会長は部会長、部会長
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は委員長、審議会は部会、部会は小委員会と読み替えるものとする。 

  

（書面による審査） （書面による審査） 

第８条 会長、部会長又は委員長は、必要と認めたときは、期日を指定し書面で委

員の意見を聴き、会議の議決に代えることができる。 

第７条 会長又は部会長は、必要と認めたときは、期日を指定し書面で委員の意見

を聴き、会議の議決に代えることができる。 

２ 前項の場合において、指定期日までに到着しない意見書は、議決の数に加えな

いものとする。 

２ 前項の場合において、指定期日までに到着しない意見書は、議決の数に加えな

いものとする。 

  

（関係者からの意見の聴取等） （関係者からの意見の聴取等） 

第９条 会長、部会長又は委員長は、必要と認めるときは、審議会、部会又は小委

員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 

第８条 会長又は部会長は、必要と認めるときは、審議会又は部会の会議に関係者 
の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 

  

（会議の公開） （会議の公開） 

第１０条 審議会、部会及び小委員会の会議は、公開とする。ただし、公開するこ

とにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれ又は特定の者に不当に

利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある場合には、審議会、部会又は小

委員会の決定によりその会議の全部又は一部を公開しないことができる。 

第９条 審議会及び部会の会議は、公開とする。ただし、公開することにより公正

かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若

しくは不利益を及ぼすおそれがある場合には、審議会又は部会の決定によりその

会議の全部又は一部を公開しないことができる。 

２ 会長、部会長又は委員長は、会議の円滑かつ静穏な進行を確保する観点から、

傍聴人の数の制限その他必要な制限を加えることができる。 

２ 会長又は部会長は、会議の円滑かつ静穏な進行を確保する観点から、傍聴人の 
数の制限その他必要な制限を加えることができる。 

  

（会議録） （会議録） 

第１１条 審議会、部会及び小委員会の議事については、会議録を調製し、会議の

概要を記載しておかなければならない。 

第１０条 審議会及び部会の議事については、会議録を調製し、会議の概要を記載

しておかなければならない。 

２ 審議会、部会及び小委員会の会議録は、公開するものとする。ただし、公開す

ることにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれ又は特定の者に不

当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある場合には、審議会、部会又

は小委員会の決定により会議録の全部又は一部（発言者の氏名を含む。）を公開

しないことができる。 

２ 審議会及び部会の会議録は、公開するものとする。ただし、公開することによ

り公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれ又は特定の者に不当に利益を

与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある場合には、審議会又は部会の決定によ

り会議録の全部又は一部（発言者の氏名を含む。）を公開しないことができる。 

  

（特別委員、専門委員及び臨時委員） （特別委員及び専門委員） 

第１２条 特別委員の任期は、当該関係行政機関の職にある期間とする。 第１１条 特別委員の任期は、当該関係行政機関の職にある期間とする。 

２ 特別委員は、当該特別の事項に関するものに限り会議に加わり、議決すること

ができる。 

２ 特別委員は、当該特別の事項に関するものに限り会議に加わり、議決すること

ができる。 
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３ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査審議が終了した

ときは、解任されるものとし、委員の任期を超えることができない。 

３ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査審議が終了した

ときは、解任されるものとする。 

４ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関するものに限り会議に加

わり、議決することができる。 

４ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関するものに限り会議に加

わり、議決することができる。 

５ 第３項及び第４項の規定は、臨時委員において準用する。この場合、専門委員

は臨時委員と読み替えるものとする。 

 

  

（雑則） （雑則） 

第１３条 この規程に定めるもののほか、審議会、部会及び小委員会の議事及び運

営に関し必要な事項は、会長、部会長又は委員長が定める。 

第１２条 この規程に定めるもののほか、審議会又は部会の議事及び運営に関し必

要な事項は、会長又は部会長が定める。 

附 則 附 則 

この規程は、平成６年８月１日から施行する。 この規程は、平成６年８月１日から施行する。 

附 則 附 則 

この規程は、平成１３年９月１日から施行する。 この規程は、平成１３年９月１日から施行する。 

附 則 附 則 

１ この規則は、平成１４年６月１４日から施行する。 １ この規則は、平成１４年６月１４日から施行する。 

２ 平成１４年６月１３日以前に開催した審議会については、第９条第１項の規

定は適用しない。 

２ 平成１４年６月１３日以前に開催した審議会については、第９条第１項の規

定は適用しない。 

附 則 附 則 

この規則は、平成１５年７月２４日から施行する。 この規則は、平成１５年７月２４日から施行する。 

附 則 附 則 

この規則は、平成２１年７月１２日から施行する。 この規則は、平成２１年７月１２日から施行する。 

附 則  

この規則は、平成２５年 月  日から施行する。  

  

  

  

  

  

 


